
新
庁
舎
の
完
成
に
伴
い
、
４
月
１
日

か
ら
の
開
庁
を
前
に
、
皆
様
に
次
の
と

お
り
新
庁
舎
を
一
般
公
開
し
ま
す
。
期

間
中
は
、
休
日
を
含
め
て
案
内
係
が
庁

舎
内
を
案
内
し
ま
す
の
で
、
お
気
軽
に

ご
見
学
く
だ
さ
い
。

◇
期
日

３
月
28
日
�
〜
４
月
10
日
�

◇
時
間

午
前
10
時
〜
午
後
３
時

◇
場
所

役
場
新
庁
舎
（
ふ
る
さ
と
産

業
文
化
館
西
側
）

役
場
新
庁
舎
の
電
話
番
号
は
、
従
来

ど
お
り
�
（84）
3
1
1
1
で
す
。

ま
た
、
新
庁
舎
開
庁
に
伴
い
、
４
月

１
日
�
か
ら
次
の
課
に
直
通
電
話
が
新

設
さ
れ
ま
す
の
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

�
総
務
課
　
　
　
�
（84）
3
1
1
2

�
保
健
福
祉
課
　
�
（84）
3
1
1
3

�
教
育
委
員
会
（
学
校
教
育
課
・
生
涯

学
習
課
）

�
（84）
3
1
1
5

新
庁
舎
で
の
執
務
開
始
に
伴
い
、
４

月
１
日
�
か
ら
は
次
の
と
お
り
執
務
時

間
外
の
当
直
業
務
を
行
い
ま
す
。

主
な
当
直
業
務
は
、
休
日
や
夜
間
に

し
か
役
場
に
来
ら
れ
な
い
か
た
が
執
務

時
間
内
に
住
民
票
や
印
鑑
登
録
証
明
書

の
電
話
予
約
を
さ
れ
た
場
合
に
、
左
記

の
時
間
内
に
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
ま
た
、
出
生
届
や
死
亡
届
、
婚
姻

届
な
ど
の
戸
籍
届
出
は
、
左
記
の
時
間

内
に
受
け
付
け
で
き
ま
す
。

当
直
業
務
時
間

平
日

�
午
前
８
時
〜
午
前
８
時
30
分

�
午
後
５
時
15
分
〜
午
後
10
時

休
日
等
（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
、
年
末

年
始
）

�
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分

夜
間
の
庁
舎
管
理
は
、
無
人
で
機
械

警
備
と
な
る
た
め
、
緊
急
時
の
場
合
は

役
場
へ
電
話
し
て
い
た
だ
き
、
警
備
会

社
を
通
じ
て
職
員
へ
連
絡
を
と
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
セ
キ
ュ
リ
テ

ィ
を
高
め
る
と
と
も
に
経
費
削
減
を
図

る
も
の
で
す
の
で
、
ご
理
解
・
ご
協
力

の
ほ
ど
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま

す
。

機
械
警
備
時
間

平
日

�
午
後
10
時
〜
翌
日
午
前
８
時

休
日
等
（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
、
年
末

年
始
）

�
午
後
５
時
15
分
〜
翌
日
午
前
８
時

30
分

（３） 平成17年３月10日�

新
庁
舎
を
一
般

公
開
し
ま
す

役
場
の
電
話
番
号
従
来

ど
お
り
（84）
3
1
1
1

夜
間
の
庁
舎
管
理
は

機
械
警
備

執
務
時
間
外
の

当
直
業
務

議場
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町民みんなの集う家“新庁舎”完成
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